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平成１２年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（概要）

平 成 1 3 年 ６ 月
農林水産省農村振興局

（本体資料Ｐ.１～３参照）１. 全国の取組状況

取組自治体数( )1
市町村で実施1,687

（対象農用地を有する 市町村 の約８割で交付）2,158 ※

※ 平成 年度に交付対象となる農用地を有する市町村として、都道府県から報告のあった市町村12

協定締結面積等( )2
① 協定数

25,621・集落協定数
498・個別協定数

② 協定締結面積
万１千ヘクタールにおいて協定締結54

（平成 年７月現在で見込まれた直接支払対象見込み面積の約７割）12
③ 交付総額

百万円41,937

（本体資料Ｐ.４～６参照）２. 協定の主な特徴

北海道では草地、都府県では田を中心とした取組(1)

協定の締結面積は、北海道で草地が95％、都府県で田が約７割、畑が約２割を占める。

地目別協定締結面積
田 畑 草 地 採草放牧地 合 計

11 ha 2 ha 274 ha 0 ha 287 ha北海道 協定締結面積 千 千 千 千 千
割 合 ％ ％ ％ ％ ％3.7 0.8 95.4 0.0 100

184 ha 53 ha 3 ha 13 ha 253 ha都府県 協定締結面積 千 千 千 千 千
割 合 ％ ％ ％ ％ ％72.4 21.0 1.3 5.2 100

(注）四捨五入の関係で、各地目の割合を足しても ％にならない。100

急傾斜地の割合が約７割、緩傾斜地の割合が約２～３割（田、畑、採草放牧地）(2)

田、畑及び採草放牧地は、急傾斜地の割合が約７割、緩傾斜地の割合が約２～３割。
草地については、草地比率の高い草地の割合が ％。98
中山間地域（農業地域類型区分による）の急傾斜地と緩傾斜地の比率が、田及び畑（草

地含む）が約４：６（田 千 ： 千 、畑 千 ： 千 ）であることを勘162 ha 227 ha 94 ha 165 ha
案すると、急傾斜地を中心に取り組まれている。



交付基準別の協定締結面積
田 畑 草地 採草放牧地

急傾斜地 ( ) ( ) ( ) ( )129,237ha 66.5% 39,894ha 71.8% 1,079ha 0.4% 9,458ha 70.9%
緩傾斜地 ( ) ( ) ( ) ( )63,657ha 32.7% 12,156ha 21.9% 4,357ha 1.6% 3,882% 29.1%
草地比率 － － ( ) －272,193ha 98.0%
その他 ( ) ( ) ( ) ( )1,511ha 0.8% 3,493ha 6.3% 86ha 0.0% 0ha 0.0%
（注）１．急傾斜地とは、田の勾配 以上、畑、草地及び採草放牧地の勾配 度以上1/20 15

２．緩傾斜地とは、田の勾配 ～ 、畑、草地及び採草放牧地の勾配８～ 度1/100 1/20 15
３．草地比率（の高い草地）とは、積算気温が著しく低く、かつ、草地比率が ％以上である市70
町村内にある草地

急傾斜地及び緩傾斜地以外の交付基準を田についてみると 「小区画・不整形」と「高、
齢化率・耕作放棄地率」の基準による割合は ％と少ない。0.8

田における交付基準別の協定締結面積
急傾斜地 小区画・ 緩傾斜地 高齢化率・耕 特認農用地 合 計

不整形 作放棄地率
129,237 ha 504 ha 63,657 ha 1,007 ha 194,405 ha面積 －

割合 ％ ％ ％ ％ － ％66.5 0.3 32.7 0.5 100
（注） 高齢化率・耕作放棄地率とは、高齢化率 ％以上、かつ、耕作放棄地率が次式以上40

（８％×田面積＋ ％×畑面積）／（田面積＋畑面積）15

（本体資料Ｐ.７～９参照）３. 集落協定に基づく活動の特徴

耕作放棄を防止するため、農地の法面点検、賃借権設定・農作業の委託等に取組(1)

集落協定に基づく活動内容を協定数からみると 耕作放棄を防止する活動としては 農、 、「
地の法面点検」が20,598協定（80％ 「賃借権設定・農作業の委託」が16,899協定（66）、
％）となっている。多面的機能を確保する取組としては 「周辺林地の下草刈」15,159協、
定（59％）が最も多く取り組まれている。

活動内容・目標 最も多い活動 次に多い活動
① 農用地の維持・管 農地の法面点検 賃借権設定・農作業の委託

理等（耕作放棄の 20,598協定（80％） 16,899協定（66％）
防止等）

② 水路・農道等の維 農道の管理 水路の管理
持・管理 24,992協定（98％） 23,855協定（93％）

③ 多面的機能を増進 周辺林地の下草刈 景観作物の作付け
する活動 15,159協定（59％） 9,852協定（38％）

④ 生産性・収益の向 農作業受委託の推進 機械・施設の共同購入・利用
上 13,518協定（53％） 7,816協定（31％）

⑤ 担い手の定着 オペレータ育成のための研修 認定農業者の育成
等への参加 8,503協定 33％ 8,149協定（32％）（ ）

( ) （参考２参照）2 集落協定による主な取組事例
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北海道 71 428 13,254 287,458 5,603 71 428 287,458 5,603

青森県 26 345 8,828 6,398 639 7 8 67 4.1 27 353 6,465 643

岩手県 55 1,197 22,461 15,714 2,744 18 91 672 57.5 55 1,288 16,386 2,801

宮城県 22 271 3,218 1,946 306 4 13 48 4.1 22 284 1,995 311

秋田県 43 516 7,222 4,796 607 10 31 135 13.6 43 547 4,931 621

山形県 37 619 9,775 6,452 1,080 12 29 176 16.8 37 648 6,627 1,097

福島県 61 1,175 19,330 10,738 1,420 11 39 169 12.2 61 1,214 10,907 1,433

東北　計 244 4,123 70,834 46,044 6,798 62 211 1,267 108.4 245 4,334 47,310 6,906

茨城県 11 104 1,393 327 39 2 3 127 1.7 11 107 454 41

栃木県 9 88 1,055 424 79 3 3 95 5.2 12 91 519 84

群馬県 25 182 4,504 1,172 140 5 7 103 2.8 25 189 1,275 143

埼玉県 10 31 480 108 11 1 2 4 0.2 10 33 112 11

千葉県 11 97 1,354 483 85 11 97 483 85

東京都 2 7 55 31 2 2 7 31 2

神奈川県 5 27 492 114 11 5 27 114 11

山梨県 44 368 13,183 3,586 455 2 8 18 1.5 44 376 3,603 456

長野県 87 1,052 20,206 6,321 1,235 12 14 354 3.8 88 1,066 6,676 1,239

静岡県 35 540 10,881 4,187 456 3 3 4 0.4 36 543 4,192 457

関東　計 239 2,496 53,603 16,753 2,513 28 40 706 15.6 244 2,536 17,459 2,529

新潟県 67 1,074 25,039 14,834 2,858 7 7 40 7.7 67 1,081 14,874 2,865

富山県 20 225 4,817 2,862 465 20 225 2,862 465

石川県 26 443 7,521 2,825 490 3 4 8 0.9 26 447 2,833 491

福井県 31 299 6,304 2,088 375 31 299 2,088 375

北陸　計 144 2,041 43,681 22,609 4,188 10 11 48 8.6 144 2,052 22,656 4,196

岐阜県 64 916 20,274 6,807 957 10 15 73 11.6 64 931 6,880 969

愛知県 13 165 2,626 866 115 2 3 10 1.2 13 168 876 116

三重県 28 162 2,775 923 172 28 162 923 172

東海　計 105 1,243 25,675 8,596 1,245 12 18 83 12.8 105 1,261 8,680 1,257

滋賀県 15 86 2,718 1,078 188 15 86 1,078 188

京都府 30 424 11,439 3,958 571 2 3 7 1.3 30 427 3,964 572

大阪府

兵庫県 42 534 10,747 3,821 750 42 534 3,821 750

奈良県 15 245 3,143 1,041 163 2 3 4 0.5 15 248 1,045 164

和歌山県 35 964 18,659 11,349 1,382 4 4 8 1.0 36 968 11,357 1,383

近畿　計 137 2,253 46,706 21,246 3,054 8 10 19 2.7 138 2,263 21,266 3,057

鳥取県 30 655 12,405 5,983 998 7 11 67 7.1 30 666 6,050 1,005

島根県 49 1,283 20,819 11,205 1,725 16 47 359 22.9 50 1,330 11,564 1,747

岡山県 47 1,313 18,730 8,425 1,386 3 12 42 5.0 47 1,325 8,467 1,391

広島県 57 1,133 23,581 13,251 2,078 19 43 160 23.7 57 1,176 13,411 2,102

山口県 44 829 15,005 10,325 1,366 8 13 81 7.5 44 842 10,406 1,373

徳島県 35 562 8,179 3,605 469 4 9 15 2.3 36 571 3,620 471

香川県 20 404 6,137 2,372 396 2 2 3 0.5 20 406 2,375 397

愛媛県 54 1,103 23,076 13,180 1,714 5 7 69 1.6 54 1,110 13,249 1,716

高知県 42 596 8,713 4,156 641 5 6 30 1.1 42 602 4,186 642

中四　計 378 7,878 136,645 72,503 10,773 69 150 825 71.6 380 8,028 73,327 10,845

福岡県 51 762 11,558 5,508 794 5 14 16 2.0 51 776 5,524 796

佐賀県 35 618 13,898 7,631 1,221 1 2 4 0.5 35 620 7,635 1,221

長崎県 55 797 12,711 5,088 967 5 9 48 2.2 55 806 5,136 969

熊本県 68 1,252 23,986 23,946 1,651 5 10 96 3.7 68 1,262 24,041 1,655

大分県 48 927 17,355 10,512 1,836 5 15 31 6.3 48 942 10,543 1,842

宮崎県 25 407 8,735 4,296 591 1 1 1 0.1 26 408 4,297 591

鹿児島県 70 385 9,201 2,472 348 5 5 47 1.1 70 390 2,520 349

九州　計 352 5,148 97,444 59,453 7,408 27 56 243 15.8 353 5,204 59,696 7,424

沖縄県 6 11 951 3,012 115 2 2 161 5.6 7 13 3,173 121

都府県　計 1,605 25,193 475,539 250,216 36,094 218 498 3,351 241.2 1,616 25,691 253,567 36,335

全国　計 1,676 25,621 488,793 537,674 41,696 218 498 3,351 241.2 1,687 26,119 541,026 41,937

注：四捨五入の関係で、計とその内訳の合計が一致しない場合がある。

平成１２年度中山間地域等直接支払制度の取組状況
（参考１）

都道府県名

集落協定 個別協定 全　　　　体



（参考２）

＜○ 集落協定による取組事例＞

担い手の不足している中山間地域等において耕作放棄の防止等を図るためには、個々の農

業者のみの対応では困難であり、集落の有する農作業等の補完機能が発揮できる仕組みが重
要との観点から、本制度は、集落協定に基づく取組を推進することを基本としている。

本制度により、各地において、①広域的な集落協定に基づく取組、②耕作放棄防止に向け

た取組、③地域の特性を生かした多面的機能を増進する取組など、創意・工夫を生かした様
々な取組が行われている。

◎ 事例１ 岩手県Ｄ町の事例 － 旧町村（農協支所）単位の取組 －

旧町村単位（一部は農協支所単位）で集落協定を締結することにより、町内のすべての
。 、 、対象農用地を６つの集落協定でカバーしている これにより 旧来の集落の範囲を越えて

農地利用調整、有機栽培の導入等の取組を推進している。

◎ 事例２ 大分県Ｔ市Ｋ地区の事例 － 広域的対応 －

、 、８集落で１つの広域的な集落協定を締結し 交付金の３分の２を農作業受託組合の育成

農産加工施設の整備、耕作放棄地の解消等の共同取組活動に充当することにより、地域全

体の営農基盤の確立と農産加工・販売を含めた取組を推進している。

◎ 事例３ 三重県Ｏ村Ｍ集落の事例 － 交付金を活用して草刈りの労働軽減と安全化 －

Ｍ集落は、きわめて急傾斜農地が多く、法面面積が大きいことからその管理に多大な労

力をかけている。このような中で、集落住民の高齢化と共同作業への参加が年々減少して
、 、 、いることから 今回の交付金の一部を活用し 自走式草刈り機を共同利用することにより

労働軽減と安全化を図っている。

◎ 事例４ 滋賀県Ｔ町Ｙ集落の事例 － 水路、農道の維持補修などに全額充当 －

この集落では、従来から、専業農家が兼業農家の農地を積極的に耕作するとともに、隣

家との助け合い意識の中で農地の貸し借りを行い農地の荒廃を防いできている。このよう

な集落機能の維持強化を図るため、水路、農道の維持補修や防護柵の設置などの共同取組

活動に交付金を全額充てることとしている。

◎ 事例５ 福井県Ｍ町の事例 － 環境保全に配慮した取組 －

この町は、観光資源である湖の富栄養化防止等水質保全を図るため、環境保全型農業へ

の取組を推進することを基本方針に定めている。この方針を受け一部の集落では、湖への
流入水の水質浄化を図るため耕作放棄地を復旧し、ケナフを栽培することとしている。ま

た、成長したケナフを小学校の総合学習時間で紙すき実習に利用するなど、町全体の取組

への発展を目指している。

[このほか、全国各地における取組事例を農林水産省ホームページに掲載

ｱﾄﾞﾚｽ： . . . ]http://www maff go jp



（参考３）

中山間地域等直接支払制度の概要

１ 趣 旨
河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土

の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している中山間地域等で
、 、 、は 高齢化が進行する中 平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域があることから

担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている。
このため、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等にお

ける耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、直接支払いを実施する。

２ 内 容
(1) 対象地域及び対象農用地

①の地域振興立法等の指定地域のうち、②の要件に該当する農用地区域内に存する
１ha以上の一団の農用地
① 対象地域

特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興開発特
別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地
域及び都道府県知事が指定する地域

② 対象農用地
ア 急傾斜農用地（田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上)
イ 自然条件により小区画・不整形な田（大多数が30a未満で平均20a以下）
ウ 草地比率の高い(70％以上)地域の草地
エ 市町村長が必要と認めた農用地(緩傾斜農用地(田1/100以上1/20未満、畑、草
地及び採草放牧地８度以上15度未満)、高齢化率・耕作放棄率の高い農地)

オ 都道府県知事が定める基準に該当する農用地

(2) 対象行為
集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して行われる農業生産活動等

(3) 対象者
集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者

等（第３セクター、生産組織等を含む ）。

(4) 単価

地 目 区 分 １０ａ当たり単価

１／２０以上 ２１，０００円
田

1/100以上1/20未満 ８，０００円

１５度以上 １１，５００円
畑

８度以上１５度未満 ３，５００円

１５度以上 １０，５００円

草 地 ８度以上１５度未満 ３，０００円

草地率(70％以上) １，５００円

１５度以上 １，０００円
採草放牧地

８度以上１５度未満 ３００円

（注）新規就農の場合や担い手が条件不利な農地を引き受けて規模拡大する
場合は田で1,500円、畑・草地で500円上乗せする。


